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初動期

●厚労省による新型インフルエンザ等発生の公表
●政府対策本部の設置、基本的対処方針に基づく政策実施
※県対策本部の設置

対応期

●積極的疫学調査の開始

● PCR検査手法の確立
●検査体制の全国的な立ち上げ

●承認、普及

●原因となる病原体の性状や臨床像の情報の蓄積

●対策開始
（情報提供等）

●対策強化
（入国制限）

●国内発生状況等を踏まえた対策の変更 ●対策継続の要否の判断

●まん延防止等重点措置、緊急事態措置等による感染拡大防止の取組

●入院勧告・措置、移送、入院調整

●迅速な情報提供・共有
●双方向コミュニケーションの実施
●偏見・差別や偽・誤情報への対応

●事業継続に向けた準備の要請
●生活関連物資等の安定供給に関する国民、事業者への要請

●新型インフルエンザ等の発生により生じた影響の緩和のために必要な支援及び対策

新型インフルエンザ等発生時の主な対応の流れ（イメージ）

●対象範囲の適切な見直し

●需給状況、備蓄・配置状況の確認
●需給状況、備蓄・配置状況の確認、安定供給の要請
不足する場合は、生産事業者等への生産・輸入促進の要請、個人防護具の配布

●国外における感染症の発生情報の覚知
●当該感染症に対する疑似症サーベイランスの開始
●症例定義の作成 ●届出基準の設定、全数把握開始

●複数のサーベイランスの実施 ●（定点把握でも発生動向が

把握できる場合、）

定点把握への移行

準備期には、
国・地方等の連携
DX推進・人材育成
実践的な訓練を実施

●相談対応開始

⑨治療薬
・治療法

●ゲノム情報入手
●病原体入手
●臨床研究開始

●治療薬の開発 ●新薬の承認、使用開始
●既存薬の適用拡大

●治療に関する情報等の随時公表・見直し

●感染症指定医療機関による対応
●流行初期医療確保措置対象の協定締結医療機関による対応 ●協定締結医療機関による対応
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●自宅・宿泊療養の調整、健康観察・生活支援

●承認、接種開始

●新型インフルエンザのプレパンデミックワクチンの使用検討

●パンデミックワクチンの開発

●抗原定性検査薬の開発


